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（件 名）  

旭川市における指定金融機関について 

 

（要 旨） 

 旭川市の指定金融機関は１９９７年までは北海道拓殖銀行であったが、破綻後、旭川市議会議

決を経て旭川信用金庫となっているが、旭川信用金庫本店の店舗出入口には祝日の際は必ず「日

の丸」が掲揚されている。 

旭川信用金庫本店は中心街にあり、市民の多くが「日の丸」を目にすることになる。 

旭川市内に本支店がある金融機関で、旭川信用金庫本店のように、店舗出入口に「日の丸」を

掲揚しているのは当該のみである。 

指定金融機関は税、保険料、各種給付金（新型コロナの際の国民一律１０万円給付金など）な

どの収納や支払の事務を取り扱っており、また、指定金融機関は旭川市役所内に出張所を持つこ

ともできるし、新庁舎に移転してからも旭川信用金庫は出張所がある。 

以上のことからも、市民は旭川信用金庫を事実上使わざるを得ない、あるいは、先に挙げた給

付金など「無意識」に利用しているのが現状である。 

「日の丸」は、日本を「天皇が治める神の国である」として国家主義をあおり立て、対アジア

の排外主義・差別主義を組織する道具として使われた。そして、労働者民衆を日本帝国主義（以

下「日帝」という。）の侵略戦争、帝国主義戦争に動員し、アジア人民を虐殺していくための旗で

あった。 

指定金融機関でありながら、わざわざ「日の丸」を掲揚するのは、日帝の先兵と言わざるを得

ないし、平和憲法である憲法第１９条「思想及び良心の自由」の侵害であり、また、憲法第１３

条では「個人として尊重」されると定められている。思想、良心の自由は内心の自由も含まれる、

とある。 

そもそも指定金融機関だからといっても地方自治法施行令によれば「日の丸」を掲揚すること

は明記されていない。長年にわたり、日帝の「シンボル」である「日の丸」を掲揚する旭川信用

金庫は指定金融機関から排除しなければならない。 

以上の趣旨から、次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ 旭川市の指定金融機関から旭川信用金庫を除外し、新たに他の金融機関を指定金融機関とす

ること。 

２ 新たな指定金融機関には「日の丸」を掲揚しないこと。 

 


